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第２次精華町男女共同参画計画策定に向けた論点整理表 
 

施
策
の
柱 

基本方針 
国の制度や 

計画の方向性 
府の方向性 指標についての評価結果 Ｈ24住民意識調査結果 事業評価結果 現状と課題 

男
女
平
等
の
ひ
と
づ
く
り 

(1)男女の人権

を尊重する 

○固定的性別役割

分担意識を解消

し、人権尊重を

基盤にした男女

平等観の形成を

図り、男女共同

参画についての

理解の深化を促

進するため、学

校、家庭、地域、

職場など社会の

あらゆる分野に

おいて、相互の

連携を図りつ

つ、男女平等を

推進する教育・

学習の充実を図

る。 

○社会制度や慣行

の背景にある固

定的な性別役割

分担意識の解消

や男女共同参画

社会の形成に必

要な法制度等の

理解促進のた

め、効果的な広

報・啓発等を行

う。 

○女性に対する暴

力を根絶するた

め、社会的認識

の徹底等根絶の

ための基盤整備

を行う。 

配偶者からの暴

力、性犯罪等、

暴力の形態に応

じた幅広い取り

組みを総合的に

推進する。 

 

 

 

○男女がともに、

さまざまな活動

に参画して個性

と能力を発揮す

ることができ、

また、男女双方

の視点を活かし

て、将来にわた

って持続可能

で、多様性に富

んだ活力ある社

会を築くため

に、社会のさま

ざまな分野で女

性の参画の拡大

を図る。 

○社会のさまざま

な場で、誰もが

個性と意欲に応

じて能力を十分

に発揮できる機

会が確保される

ように、男女そ

れぞれの自由な

選択や活動を制

約する要因とな

っている意識や

慣行などを見直

していく 

○男女共同参画に

ついての理解の

促進や教育の充

実等を図る。 

○男女共同参画に

ついての男性の

理解促進が必要

である。 

○長時間労働等に

よる心身の健康

問題や、家庭生

活や地域社会へ

の参画等の男性

の課題への対応

が重要である。 

○高齢男性の孤立

防止と地域参画

による新たな生

きがいづくり、

高齢男性の能力

を活かした地域

の活性化が必要

である。 

【基本方針１】男女の人権を尊重する 

○指標 

男女共同参画の視点を盛り込んだ人権学習資料の作成・配布 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

22,500部 80,764部 82,500部 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

①人権尊重の啓発 2 0 0 0 

②性と男女平等に関する学校
教育の充実 

8 0 0 0 

③男女共同参画の視点に立っ
た生涯学習、家庭教育の推進 

3 1 0 0 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

 

 

 

 

【基本方針２】男女共同参画の意識をひろめる 

○指標 

男女共同参画に関するイベント・研修参加者数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

196人 1,073人 1,200人 

DVD、ビデオ研修者数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

178人 715人 680人 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

① 広報誌等での啓発 1 1 1 1 

②企業・各種団体における意
識啓発 

2 1 1 0 

③性別分業に基づいた地域慣
習の見直し 

0 1 0 0 

④図書館と連携した女性と男
女共同参画に関する情報収
集・提供の充実 

1 0 0 0 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

 

○『男女平等になった』と感じてい

る人は、前回調査に比べるとやや

減少しているものの、依然として

約６割と高くなっています。 

○分野によっては、『男性が優遇さ

れている』と感じる人の割合が高

くなっています。特に、「社会通

念・慣習・しきたり」では約８割、

「政治や行政の場」、「職場」、

「家庭生活」では５割を超えてい

ます。 

○「職場で」平等であると感じる人

の割合は、前回調査に比べ約 12

ポイント増加しています。 

○子どもに身につけてほしい能力

については、回答者の性別では差

が少ないものの、子どもの性別に

よって必ず身につけてほしい能

力に大きく違いが出ています。 

○セクシュアル・ハラスメントの経

験については、「知識として知っ

ている」、「経験したことがある、

まわりにいる」の割合が前回調査

に比べて高くなっており、セクハ

ラへの認識が高まっていること

が伺えます。 

○配偶者から身体に対する暴行を

受けたことがある人は、13.7％

となっています。 

 

○住民意識の啓発について、パ

ネル展示では、効果的な展示

方法を考慮する必要がある。 

○DVD 研修は、住民団体や教

育機関等との連携により、必

要な題材の把握と継続的な

研修ができるような方法を

検討する必要がある。教育

DVD の稼働率が悪く、また

内容が古くなるため、レンタ

ルなどの方法を検討する必

要がある 

○講座は、時代の流れに沿った

テーマや講師の研究により、

啓発してゆく内容に計画性

を持たせる必要がある。 

○職員等の人権問題・意識の向

上を図るため、時代の流れに

沿った内容、講師や研修日程

等を検討し、全員参加できる

ようにしていく必要がある。

また、人権問題に対する情報

提供をすることが必要であ

る。 

○教科、道徳、特別活動、総合

的な学習の時間における学

習の場の活用について平成

23 年にあった大津市のいじ

め自殺問題から地方教育行

政における責任の明確化、迅

速な危機管理体制の構築な

ど、教育委員会制度が大きく

変わる。制度改革のきっかけ

となったいじめ問題は、人権

問題の最たるものであり、学

校、地域が全力で取り組む必

要がある。 

○ふれあい交流事業は、精華中

学校のみで他の中学校への

広がりが課題である。 

○啓発補助教材の作成･活用に

ついては、継続的に実施する

必要がある。 

○教職員への研修の充実につ

いては、町主催の研修会や、

幼保小中で組織する研修会

に積極的に参加すること。時

代にあった研修内容とする

こと。 

○家庭では、家事の全般を女性が担うなど性別

による固定的な役割分担がみられ、今後は女

性の職場や地域活動へ参画を進めるための、

男女がともに協力し、責任を分かち合って家

庭生活を担う意識の啓発が必要です。 

○「社会通念・慣習・しきたり」で性別による

固定的な役割分担の状況の差がみられるこ

とから、地域の実情に応じて役割分担を払拭

する啓発活動が必要です。 

○人権学習資料等の配布により町全体への男

女共同参画社会について知識の普及を図る

とともに、住民の一人一人が男女共同参画の

意義を理解し、身近に感じられる啓発活動を

行うことが必要です。 

 

(2)男女共同参

画の意識をひ

ろめる 

 

資料 ２ 



2 
 

第２次精華町男女共同参画計画策定に向けた論点整理表 
 

 

施
策
の
柱 

基本方針 
国の制度や 

計画の方向性 
府の方向性 指標についての評価結果 Ｈ24住民意識調査結果 事業評価結果 現状と課題 

男
女
平
等
の
ひ
と
づ
く
り 

(3) 女性に対す

る暴力を根絶

する 

○子どもを産む・

産まない、年齢

に関わらず、全

ての女性の生涯

を通じた健康の

ための総合的な

政策展開を推進

する。 

男女の性差に応

じた健康を支援

するための総合

的な取り組みを

推進する。 

○ＤＶは重大な人

権侵害であり、

相談対応や、被

害者とその家族

の一時保護、経

済的自立と精神

面の支援など、

関係機関が連携

して支援する。 

○近年問題になっ

ている交際中の

男女間の暴力

（デートＤＶ）

の予防啓発も重

要である。 

 

【基本方針３】女性に対する暴力を根絶する 

○指標 

配偶者や恋人からの暴力（ＤＶ）防止に関する啓発資料の作成・配布 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

- 6,098部 5,000部 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

① ＤＶ防止対策の強化 3 0 0 0 

② セクハラ防止の強化 2 0 1 0 

③ 被害者に対する相談等の支援 0 1 0 1 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

 

 

 

○ふれあい交流事業は、精華中

学校のみで他の中学校への

広がりが課題である。 

○性に関する教育･学習の充実

については、きめ細かな年間

指導計画の作成が必要であ

る。 

○心と体の性が一致しない「性

同一性障害」を抱える児童生

徒に関する初めて調査が行

われるなど、指導に関し新た

な課題も生まれている。 

○多様な選択を可能にする教

育・能力開発・学習機会の充

実については、各校に配置し

ている学校図書館司書の勤

務日数、時間数増が望まれて

いる。 

○ＤＶについては、身体的暴力だけではなく、

心理的暴力、社会的暴力等についての正しい

知識の普及とＤＶが重大な人権侵害である

という意識を浸透させる啓発が必要です。 

○現在、若年層のデートＤＶについての被害は

顕在化していませんが、将来にわたりＤＶを

防止するためにも、若年層から人権教育やＤ

Ｖに関する教育を行うことが必要です。 

○セクハラ被害については、事業者との連携に

より防止対策の推進、被害者が相談しやすい

体制づくりが求められます。 

○行政情報は、男女の固定的な概念につながる

表現がないかチェックしていく必要があり

ます。また、女性や子どもを対象にした人権

侵害にあたる情報が氾濫している中、町民一

人一人の情報を読み解く力（メディア・リテ

ラシー）を向上することが求められます。 
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第２次精華町男女共同参画計画策定に向けた論点整理表 
 

施
策
の
柱 

基本方針 
国の制度や 

計画の方向性 
府の方向性 指標についての評価結果 Ｈ24住民意識調査結果 事業評価結果 現状と課題 

(4) メディアに

おける男女の

人権を尊重す

る 

 

○一人ひとりが生

涯にわたって健

康な生活を送る

ため生活スタイ

ルやライフステ

ージに対応した

適切な保健・医

療、福祉の推進

が必要である。 

○妊娠・出産・子

育て期につい

て、周産期医療、

母子保健体制の

充実や、経済的

負担の軽減など

が必要である。 

○不妊に悩む男女

のための支援や

不妊治療も重要

である。 

【基本方針４】メディアにおける男女の人権を尊重する 

○指標 

広報誌等での啓発回数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

- 2回 5回 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

①メディア･リテラシーに関する
啓発 

0 1 0 0 

②広報･出版物等における表現の
適正化推進 

0 2 0 0 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

○学校図書館における蔵書数

が基準に達していない学校

がある。 

○子どもや教職員のニーズに

合った選書を行う 

○父親の育児参加の促進にな

っているが、父親同士の交流

が、課題である。 

○女性講座について、女性の会

会員の参加者が多いとはい

えない。より多くの方に参加

いただけるよう、対策してい

く必要がある。 

○男女共同参画社会基本法な

ど法制度の周知徹底につい

て、子育て支援テーマに即し

た人権講座の開催時期・時間

帯等を検討して、誰でもが参

加し易い講座・講演会に配慮

する必要がある。また、周知

のための簡潔で解りやすい

資料が必要 

○啓発が必要な題材の検討 

○積極的改善措置（ポジティ

ブ・アクション）の普及につ

いて、各団体から DVDによ

る学習依頼が減っており、学

習の機会や方法について検

討する必要がある。 

○男女共同参画の学習･啓発機

会の充実について、ほんわか

ハート劇団の活動は現在は

ない状態 

○図書館と連携した女性と男

女共同参画に関する情報収

集・提供の充実について、広

報や HP を通じて、より積極

的に PR する必要がある。 

○「女性に対する暴力をなくす

運動」の推進について、・事

務手順のマニュアル化、関係

課のシステム上でも DV 情

報を確認できる仕組みを構

築するよう促すことが必要。 
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施
策
の
柱 

基本方針 
国の制度や 

計画の方向性 
府の方向性 指標についての評価結果 Ｈ24住民意識調査結果 事業評価結果 現状と課題 

男
女
平
等
の
ひ
と
づ
く
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(5) 生涯を通じ

た男女の健康

を支援する 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【基本方針５】生涯を通じた男女の健康を支援する 

○指標 

特定健診受診率 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

34％ 38％ 65％ 

子宮がん検診受診率 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

22％ 25％ 50％ 

乳がん検診受診率 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

18％ 35％ 50％ 

家庭こころの相談室相談件数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

107件 960件 1,550件 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

①リプロダクティブ・ヘルス/ライ
ツの理解の促進 

2 0 0 0 

②生涯を通じた男女の健康の保持
推進 

1 1 0 0 

③保健・医療、福祉と連携した相
談援助体制の整備 

5 0 2 2 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

 

 

 

 

 

○施策の柱 

 A B C － 

男女平等のひとづくり 
30 

（62.5%） 

9 

（18.8%） 

5 

（10.4%） 

4 

（8.3%） 

 

 

 

○「女性に対する暴力をなくす

運動」の推進について、関係

機関との連携をさらに広げ、

効果的、効率的な啓発方法の

検討が必要 

○職場等でのセクハラ防止推

進について、啓発のための簡

潔で解りやすい資料が必要 

○相談体制の充実（人権擁護委

員・民生委員含む）について、

横の連携が薄い。 

○メディア･リテラシー向上の

ための広報・啓発について、

啓発回数が少なかった。言葉

の意味の浸透に努力が必要 

○リプロダクティブ・ヘルス/

ライツの概念の広報･啓発の

実施について、女性のライフ

サイクルの中で、不育症に対

する対策や、女性がん健(検)

診等の受診率向上が、課題で

ある。相談ケース内容につい

ての振り返りや考察が十分

でない 

○生涯を通じた男女の健康保

持、健康を脅かす問題につい

ての対策について、平成 24

年度に第 2 期健康増進計画、

第 2 次食育推進基本方針を、

各関連課において推進して

いく必要がある。 

○保健・医療、福祉と連携した

相談援助体制の整備につい

て、健康部門との連携により

可能な対策の検討が必要。 

○保健・医療、福祉と連携した

相談援助体制の整備につい

て、横の連携が薄い。家庭こ

ころの相談室委託機関との

意見交換会の開催回数につ

いて不足していないか検討

が必要。連携が必要な相談ケ

ースがある場合の連携体制

の整備、確認が必要 

○関係課と連携を図り、地域住

民のために応えられるよう

に実施する必要がある。 

○家庭こころの相談室相談件数は平成21年と

比較して 10 倍以上となっており、今後は体

制の強化と関係機関との連携が必要です。ま

た、DV 被害等の相談については、身近で安

全に相談できる体制づくりと被害者の救済、

その後の自立支援を一体的に行う支援体制

が必要です。 

○性と生殖に関する健康と権利（「リプロダク

ティブ・ヘルス／ライツ」という）は、重要

な権利の一つとされています。リプロダクテ

ィブ・ヘルス／ライツに関する意識の浸透を

図るとともに、特に若年層に働きかけ、男女

が互いに性の尊重についての意識を高める

ことができる環境づくりが必要です。 
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第２次精華町男女共同参画計画策定に向けた論点整理表 
 

 

施
策
の
柱 

基本方針 
国の制度や 

計画の方向性 
府の方向性 指標についての評価結果 Ｈ24住民意識調査結果 事業評価結果 現状と課題 

男
女
共
同
参
画
の
社
会
づ
く
り 

(1)働く場にお

いて男女平等

を進める 

○男女共同参画の

視点に立ち、男女

ともにライフスタ

イルを柔軟に選

択できる社会の

実現に向けた社

会制度・慣行の

見直しを進める。 

○子ども・子育て

支援策との密接

な連携を図りな

がら、企業、働

く者、国、地方

公共団体が連携

し、仕事と生活

の調和の実現に

向けた取り組み

を着実に進め

る。 

○女性が希望に応

じて働き続ける

ことができ、退

職した女性が希

望に合った再就

職ができるよう

支援や環境づく

りが必要。 

○女性による起業

は、多様な働き

方の一つとし

て、また女性の

視点や能力を活

かした社会の活

性化のために重

要である。 

○育児や介護等で

時間に制約のあ

る人が働き続け

るために、ワー

ク・ライフ・バ

ランスの実現を

図る 

○子育ての経済

的・精神的負担

の軽減や子育て

家庭の孤立防止

等のため、地域

で子育てを支え

るつながりづく

り、社会全体で

子育てを支える 

○ワーク・ライ

フ・バランスの

推進による男性

の家庭・地域社

会への参加促

進、女性の参画

が少なかった分

野での参画と活

躍の促進等を図

る 

○生活困難につい

て男女それぞれ

のライフスタイ

ルやおかれてい

る状況を視野に

入れた対策が必

要である。 

【基本方針６】働く場において男女平等を進める 

○指標 

家族経営協定の締結数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

1戸 1戸 3戸 

女性農業士認定数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

2人 2人 2人 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

①雇用における男女の均等な機会
と待遇の確保 

8 4 5 2 

②農業・商工業における男女のパ
ートナーシップの促進 

1 0 3 0 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

 

【基本方針７】女性の雇用・就業等を支援する 

○指標 

子育て世代における女性の労働力率（労働力人口/女性の人口） 

30～34 歳 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

71％ 63％ 63％ 

35～39 歳 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

54％ 58％ 71％ 

 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

①女性の再就職、経済的自立に対
する支援の拡充 

1 2 0 0 

②女性の能力開発の機会充実 0 3 0 0 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

 

 

○「町内会や地域活動で」平等であ

ると感じる人の割合は、前回調査

に比べ約 7 ポイント増加してい

ます。 

○女性が職業を持つことについて

は「子育てや介護が必要な期間は

仕事をやめ、期間が過ぎれば再び

職業をもつほうがよい」の割合が

最も多く、44.9％となっていま

す。 

○役職への女性の登用促進に

ついて、調査結果の公表にと

どまり、登用促進への具体的

方策を模索する必要がある。 

○零細商工業者、中小企業、農

業経営では、既に女性は事業

の中核に参画している。 

○法制度の周知徹底について、

周知のための簡潔で解りや

すい資料が必要。啓発頻度に

ついて検討が必要 

○職場内研修実施の促進につ

いて、幅広い年代に、多彩な

メニューでの継続した研修

を計画する必要がある。職

員・教職員対象の人権研修を

全員参加できるように計画

し、継続していく必要があ

る。 

○ポジティブ・アクションの普

及について、定期的な啓発が

必要。 

○雇用における男女の機会均

等と平等待遇の推進につい

て、消防は年間を通じ隊とし

ての目標や課題の共有が困

難な状況にある。 

○女性への技術･経営等の研究

機会の拡充･促進について、

活動グループの高齢化によ

る構成員数の減少で、活動が

少なくなりつつある。 

○研修・講演会の実施･充実に

ついて、マザーズジョブカフ

ェの住民の利用頻度や必要

度について調査が必要。 

○就業に関連する情報の収集･

提供体制の整備について、情

報連携が薄い。 

 

○住民意識調査では、地域活動における平等感

が前回調査より増加しており、男女がともに

世代に関係なく、地域活動を担う必要性につ

いて啓発することが必要です。 

また、誰もが参加しやすい地域活動について

の検討が必要です。 

○現在の女性の働き方は、継続就労できる環境

が少なく、結婚・出産により就労を一時中断

し、その後再就職することが多くなっていま

す。就労の中断により、経済的な自立が困難

となり、男女の発言力の差の背景となってい

ることがうかがえます。そのため、女性が職

場復帰しやすい環境づくりを進めることが

必要です。 

○男女がともに、家庭生活と仕事を両立できる

よう、子育て支援や介護支援の充実や多様で

柔軟性のある就労の場が求められています。 

 

(2) 女 性 の 雇

用・就業等を

支援する 
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第２次精華町男女共同参画計画策定に向けた論点整理表 
 

 

施
策
の
柱 

基本方針 
国の制度や 

計画の方向性 
府の方向性 指標についての評価結果 Ｈ24住民意識調査結果 事業評価結果 現状と課題 

男
女
共
同
参
画
の
社
会
づ
く
り 

(3)子どもや高

齢者が安心し

て暮らせるま

ちをつくる 

  

【基本方針８】子どもや高齢者が安心して暮らせるまちをつくる 

○指標 

休日保育事業実施箇所数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

- 0か所 1か所 

放課後児童クラブ設置数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

5か所 11か所 10か所 

地域子育て支援拠点事業設置箇所数（ひろば型） 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

1か所 2か所 2か所 

地域子育て支援拠点事業設置箇所数（センター型） 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

1か所 1か所 1か所 

子育て短期支援事業（ショートステイ） 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

1か所 1か所 1か所 

子育て短期支援事業（トワイライトステイ） 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

1か所 1か所 1か所 

パパママ教室～両親編～男性受講者数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

60人 258人 360人 

ふれあいサロン開設地区数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

19地区 27地区 23地区 

 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

①計画に基づく子育て・介護等支
援体制の充実 

12 2 0 3 

②自立支援と社会参画の推進 1 2 0 0 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

 

 

 

○就業支援講座の開催の検討

について、女性に特化した再

就職の相談窓口としては設

置できていない。失業者の再

就職・再雇用や女性の再就

職・雇用等の支援に対して、

最新求職情報や就職支援講

座の情報提供等が必要。 

○地域における育児・介護の支

援体制づくりについて、一時

保育が希望通り利用できな

い場合がある。児童虐待につ

いては、関係機関との連携を

十分にとりながらすすめて

いく必要がある。 

○在宅の親子に保育所を開放

について、父親が参加できる

内容等検討する必要がある。 

○暴力、虐待を根絶するための

体制整備、予防・啓発の充実

について、相談ケース内容の

振り返りや考察を行う体制

を継続する必要がある。相談

業務及び実務に関わる者の

スキルアップが必要。引き続

き保護者と連携をとり安心

して子育てできる環境を整

えていく必要がある。関係機

関の連携が薄い。 

○さまざまな困難を抱える

人々への支援について、相談

件数は伸びていない。 

○男女共同参画社会基本法な

ど法制度の周知徹底につい

て、周知のための簡潔で解り

やすい資料が必要 

○ワーク･ライフ･バランス推

進の啓発について、啓発方法

の検討が必要 

○男性の家事･子育てなどの技

術の習得支援について、京都

廣学館高校のコースが変更

になり、保育実習の日程等が

うまくとれない状況がある。

父親同士の交流は、課題。読

みやすい、わかりやすい啓発

冊子等の検討が必要 

○男女共同参画社会の実現に向けて、様々な立

場の男女が能力を発揮できるよう、一人ひと

りが抱える問題の解決に向けて支援する環

境が求められています。 

 



7 
 

第２次精華町男女共同参画計画策定に向けた論点整理表 
 

 

施
策
の
柱 

基本方針 
国の制度や 

計画の方向性 
府の方向性 指標についての評価結果 Ｈ25住民意識調査結果 事業評価結果 現状と課題 

男
女
共
同
参
画
の
社
会
づ
く
り 

(4) 仕 事 と 家

庭・地域活動

が両立できる

環境をつくる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本方針９】仕事と家庭・地域活動が両立できる環境をつくる 

○指標 

父子手帳の配布数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

350冊 1,665冊 2,100冊 

父親向け啓発冊子の配布 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

- 1,283冊 1,750冊 

 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

①育児・介護に対する職場理解と
法に基づく休業制度の普及促進・
活用奨励 

0 1 1 0 

②家事、子育て、育児など、家庭
責任に対する意識啓発 

1 0 0 0 

③家庭生活における男女共同参画
の推進 

16 0 0 3 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

 

 

【基本方針 10】男女がともにまちづくりに取り組む 

○指標 

男女共同参画に関するセミナーの男性参加者割合 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

23％ 37％ 30％ 

人材データベースの登録者数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

50名 9名  

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

①性別分業に基づいた地域慣習の
見直し 

2 1 0 0 

②地域自治活動への男女共同参画
の促進 

10 1 4 4 

③男女のエンパワーメントの促進 2 1 0 1 

 

○施策の柱 

 A B C － 

男女共同参画の社会づくり 
30 

（62.5%） 

9 

（18.8%） 

5 

（10.4%） 

4 

（8.3%） 
 

 

○男性が参画しやすい子育てや

介護の条件整備について、父親

がより参加しやすい環境を整

えていく必要がある。関係機関

と協働した取り組みの検討 

○住民の自主的学習活動の支援

について、各団体の学習機会が

減っている 

○地域自治推進体制の再整理に

ついて、自治会活動は基本的に

は世帯単位で行われ、自治会の

役も世帯（家族）で受ける。世

帯主制度の見直しがなければ

名義上は男性となってしまう。 

○団体等での役職へ女性の登用

促進について、役職者数の調査

が積極的登用につながってい

ない。引き続き調査・検討が必

要である。 

○先進情報の提供について、自治

会の役職登用以外の男女共同

参画の実態について把握がで

きていない 

○男女共同参画の活動を促進す

る人や団体の育成と発掘につ

いて、女性人材リストの登録者

数が計画の目標値に遠い 

○研修・講演会の実施･充実につ

いて、狙いを定めた、研修や講

座のテーマの年度計画が必要 

 
(5) 男女がとも

にまちづくり

に取り組む 
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第２次精華町男女共同参画計画策定に向けた論点整理表 
 

 

施
策
の
柱 

基本方針 
国の制度や 

計画の方向性 
府の方向性 指標についての評価結果 Ｈ24住民意識調査結果 事業評価結果 現状と課題 

男
女
共
同
参
画
の
推
進
基
盤
づ
く
り 

(1)政策・方針決

定の場での男

女共同参画を

推進する 

○それぞれの分野や

実施機関・団体

等の特性に応じ

て具体的な数値

目標と期限を設

定することによっ

て実効性のある

積極的改善措置

（ポジティブ・ア

クション）を推進

するなど取り組

みを強化して加

速するとともに、

政治分野や経済

分野についても、

理解を求めつ

つ、積極的な取

り組みを促すな

ど働きかけを行

う 

 

 【基本方針 11】政策・方針決定の場での男女共同参画を推進する 

○指標 

審議会等女性割合 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

23％ 29％ 30％ 

女性のいる審議会等の割合 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

85％ 85％ 100％ 

 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

①政策・方針決定の場で活躍でき
る人材の育成 

2 1 0 0 

②地域の女性リーダーの養成 9 6 7 10 

③委員会、審議会等への女性の積
極登用 

6 2 4 5 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

 

 

【基本方針 12】住民活動を支援する 

○指標 

女性指導者養成研修者数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

59人 69人 74人 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

①男女共同参画の拠点づくり（ボ
ランティア活動やＮＰＯを支援す
る環境整備） 

6 2 1 2 

②女性の能力開発の機会充実 16 2 2 2 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

 

○「法律や制度の上で」、「政治や行

政の場」で平等になったと感じる

人の割合が、男性と女性で 20 ポ

イント以上の差がみられます。 

○「政治や行政の場で」男女平等で

あると感じる人の割合は、前回調

査に比べて約 15 ポイント減少

し、20％未満となっています。 

○政策・方針決定の場で活躍で

きる人材の育成、研修・講演

会の実施･充実について、人

材育成方法について検討が

必要。 

○目標を設定した女性登用の

促進について、京都府女性の

船など研修の機会を提供す

る。人権意識の向上の推進、

人権問題に関する情報や研

修・講習の機会等の提供が必

要である。男女の参画や政

策・方針決定の場において、

委員構成の女性比率を減少

させないように努めていく

必要がある。関係団体の高齢

化により、協議会における全

体人数、女性数の双方が減少

している。 

○委員の公募制の推進につい

て、国民健康保険運営協議会

では、法により住民代表・医

師代表などを設定している

ため難しい。各家庭から排出

されるごみ減量に関する検

討会には女性の応募があっ

たが、精華町全体の環境施策

に関係する環境推進委員会

等に関しては女性の参加が

少ない。 

○委員会等の夜間・休日開催の

検討について、委員長やファ

シリテーター等のコアメン

バーの日程が優先される（企

画調整課）現時点においては

夜間や休日開催については

会議運営上難しい（子育て支

援課）。精華環境プラットホ

ームには各環境関連団体に

出席いただいているが、開催

時期や議題により参加者数

に変動がある。（環境推進

室） 

○人材データベースの整備･活

用について、登録者が増えな

いため啓発が必要。積極的活

用を行うため庁内での啓発

も必要 

○精華町では、町の審議会における女性委員比

率を 30％にすることを目標に掲げ、政策・

方針決定の場で活躍できる人材の育成、女性

リーダーの養成に取り組んできましたが、未

だ達成されていません。また、検討会などの

女性の参加も少ない状況となっているため、

女性委員の割合を減らさないように努める

必要があります。 

○住民意識調査によると、男性に比べ、女性で

政治や行政の場で平等になったと感じる人

の割合は低くなっています。こうした現状か

ら、女性の方針決定過程への参画を進めるた

め、男女がともに家庭での役割を担う環境を

整えることが必要です。 

 

 

 

(2)住民活動を

支援する 
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第２次精華町男女共同参画計画策定に向けた論点整理表 
 

 

施
策
の
柱 

基本方針 
国の制度や 

計画の方向性 
府の方向性 指標についての評価結果 Ｈ24住民意識調査結果 事業評価結果 現状と課題 

男
女
共
同
参
画
の
推
進
基
盤
づ
く
り 

(3) 計画を着実

に推進する 

  【基本方針 13】計画を着実に推進する 

○指標 

精華町男女共同参画委員会の開催数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

6回 24回 31回 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

① 計画の推進管理 1 0 0 0 

②精華町男女共同参画推進委員会
機能の充実 

0 1 0 0 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

 

【基本方針 14】男女共同参画に関する条例を制定する 

○指標 

条例制定に関するイベント参加者数 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

- 386人 300人 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

①住民参加・住民主体の条例制定
に向けた検討 

1 0 0 0 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

 

 ○ボランティア活動やNPOを

支援する環境整備について、

行政と民間国際交流団体と

の間での綿密な情報共有・交

換が引き続き必要である。も

う少し講座等を実施する必

要がある。 

○活動拠点の整備について、国

際交流団体の自主的な活動

を阻害しない範囲での、事務

局の補助的な役割について

の整理が必要である。（企画

調整課）各団体との連携する

仕組みがない。（人権啓発

課）学校と地域の連携は以前

から進めているが、相互が積

極的に関わって子供を守り

育てる個々の意識付けを一

層強める必要がある。（学校

教育課） 

○相談窓口の設置について、東

日本大震災以降の課題とし

て、災害時における外国人支

援体制について、引き続き取

り組みを進める必要がある。

相談業務に関わる者のスキ

ルアップが必要である。他機

関と連携が必要である。 

○情報提供などの活動支援に

ついて、行政と民間国際交流

団体との間での綿密な情報

共有・交換が引き続き必要で

ある。各団体との連携する仕

組みがない 

○住民活動グループの育成に

ついて、研修内容の精査な

ど、継続した取り組みが必

要。各団体との連携する仕組

みがない 

○男女共同参画施策の総合的

な推進について、町の取り組

むべき課題の整理と事業実

施優先順位や重点施策、項目

の整理が必要 

 

○他市町村、住民活動団体間での連携や情報交

換の強化が必要です。 

○住民活動団体等地域資源を活用し、住民協働

による推進の強化が必要です。 

(4) 男女共同参

画に関する条

例を制定する 
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第２次精華町男女共同参画計画策定に向けた論点整理表 
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計画の方向性 
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(5) 町行政組織

における男女

共同参画を推

進する 

  【基本方針 15】町行政組織における男女共同参画を推進する 

○指標 

町男性職員の育児休業取得率 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

- 5％ 10％ 

女性管理職員比率（課長級以上） 

基準値(H21) H25実績 目標値(H26) 

9％ 11％ 30％ 

 

○各施策の状況（施策数） 

 A B C － 

① 庁内推進体制の充実 2 0 0 1 

② 全職員への意識啓発 5 1 2 0 

Ａ：毎年何らかの取り組みを行った。 

B：毎年ではないが取り組みを行った 

C：未実施、事業廃止など 

 

○施策の柱 

 A B C － 

男女共同参画の推進基盤づくり 
48 

（48.5%） 

15 

（15.2%） 

16 

（16.2%） 

20 

（20.2%） 
 

 ○町職員への啓発研修の充実

について、女性職員が増加し

てきているなか、隔日勤務を

するにあたり、意識啓発が必

要と感じる（消防本部）。 

○進捗管理を効率的に、かつ庁内の連携を行う

にあたり、職員の男女共同参画に対する意識

を高めることが必要です。 

○育児休業・介護休業制度については、利用し

やすい環境づくりを進めることが必要です。

また、町全体に制度の周知を図り、利用促進

につなげることが必要です。 

 


